
1. 食品衛生営業許可施設数

平成30年

令和2年

資料：加東健康福祉事務所

（注）乳類販売業と氷雪販売業は全て届出に移行した。

食肉販売
魚介類
販　売

缶詰・瓶詰
食品製造

保　健 ・ 衛　生 ・ 環　境

　　 　区分

年次
総　数 飲食店 喫茶店 菓子製造

ｱｲｽｸﾘｰﾑ
類製造

乳類販売

2. 環境衛生営業等許可施設数

平成30年

令和2年

資料：加東健康福祉事務所

（注）平成30年6月に旅館業法が改正され、「ホテル」、「旅館」の区分が「旅館・ホテル」となった。

旅館

      区分

年次
総 数 公 衆 浴 場 旅館・ホテル ホ   テ   ル 簡易宿所

3. 届出伝染病等予防接種

　　   区分

年度
総　数 ロタ Ｂ型肝炎 ヒブ

小児用
肺炎球菌

四種混合
ＭＲ

（麻しん
風しん）

水痘

平成30年度 －

令和元年度 －

資料：三木市健康福祉部健康増進課（「主要施策実績報告書」による）

 （注）1.予防接種人員は延人員である。

　　　 2.平成28年10月からＢ型肝炎が定期接種

　　　 3.令和2年10月からロタウイルス感染症が定期接種

　　　 4.令和4年4月からＨＰＶ（子宮頸がん予防）ワクチンの積極的勧奨が再開

保　健 ・ 衛　生 ・ 環　境

－ 87 －



保
健
・
衛
生

環

境

1. 食品衛生営業許可施設数

平成30年

令和2年

資料：加東健康福祉事務所

（注）乳類販売業と氷雪販売業は全て届出に移行した。

食肉販売
魚介類
販　売

缶詰・瓶詰
食品製造

保　健 ・ 衛　生 ・ 環　境

　　 　区分

年次
総　数 飲食店 喫茶店 菓子製造

ｱｲｽｸﾘｰﾑ
類製造

乳類販売

単位：店（3月31日現在）

魚肉ねり
製品製造

その他酒類製造
み　そ
製　造

豆腐製造
めん類
製　造

添加物
製　造

そうざい
製　造

氷雪販売

単位：店（3月31日現在）

美容所 クリーニング所 興行場下宿 理容所

単位：人

日本
脳炎

二種混合
急性灰
白髄炎

ＨＰＶ
（子宮頸
がん）

風しん
第5期

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ
(高齢者)

高齢者
肺炎球菌

 （注）1.予防接種人員は延人員である。

　　　 2.平成28年10月からＢ型肝炎が定期接種

　　　 3.令和2年10月からロタウイルス感染症が定期接種

保　健 ・ 衛　生 ・ 環　境

－ 88 －



4. 結核健康診断および予防接種　 単位：人

対象人員 被注射者
ﾂﾍﾞﾙｸﾘﾝ
判定者

間接撮影 精密検査 被発見者
ＢＣＧ
接　種

平成30年度

令和元年度

平成30年度

令和元年度

平成30年度

令和元年度

資料：三木市健康福祉部健康増進課（「主要施策実績報告書」による）

          　　　区分

対象･年度

総　数

乳幼児

65歳
以上

5．町ぐるみ健診の状況

1)基本健診（対象者：16歳以上） 単位：人・回

平成30年度 令和元年度

集団

個別

計

資料：三木市健康福祉部健康増進課

 （注）受診率は三木市国民健康保険特定健康診査受診率

2）胃がん検診（対象者：35歳以上） 単位：人

平成30年度 令和元年度

資料：三木市健康福祉部健康増進課

3）肺がん検診（対象者：16歳以上） 単位：人

平成30年度 令和元年度

資料：三木市健康福祉部健康増進課

要　精　検　者　数

要 　精 　検 　率

発　　　見　　　数

受　 診 者 　数

要　精　検　者　数

要 　精 　検 　率

発　　　見　　　数

             年度

区分

受　 診 者 　数

             年度

区分

受診者数

受　診　率

集団の実施回数

             年度

区分
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5．町ぐるみ健診の状況

1)基本健診（対象者：16歳以上） 単位：人・回

平成30年度 令和元年度

集団

個別

計

資料：三木市健康福祉部健康増進課

 （注）受診率は三木市国民健康保険特定健康診査受診率

2）胃がん検診（対象者：35歳以上） 単位：人

平成30年度 令和元年度

資料：三木市健康福祉部健康増進課

3）肺がん検診（対象者：16歳以上） 単位：人

平成30年度 令和元年度

資料：三木市健康福祉部健康増進課

要　精　検　者　数

要 　精 　検 　率

発　　　見　　　数

受　 診 者 　数

要　精　検　者　数

要 　精 　検 　率

発　　　見　　　数

             年度

区分

受　 診 者 　数

             年度

区分

受診者数

受　診　率

集団の実施回数

             年度

区分

－ 90 －



4）大腸がん検診（対象者：40歳以上) 単位：人

平成30年度 令和元年度

資料：三木市健康福祉部健康増進課

5）子宮がん検診（対象者：20歳以上） 単位：人

平成30年度 令和元年度

資料：三木市健康福祉部健康増進課

6）乳がん検診（対象者：40歳以上隔年） 単位：人

平成30年度 令和元年度

資料：三木市健康福祉部健康増進課

発　見　数

要 精 検 率

          年度

区分

受 診 者 数

要精検者数

要 精 検 率

発　見　数

          年度

区分

受 診 者 数

要精検者数

要 精 検 率

発　見　数

          年度

区分

受 診 者 数

要精検者数

6. 母子健康手帳交付数 単位：件

平成30年度

令和元年度

資料：三木市健康福祉部健康増進課

2月 3月8月 9月 10月 11月 12月 1月7月
　　　　　   区分

年度
総数 4月 5月 6月

8. 火葬場使用状況 単位：体

総　数 死　体 乳児･死産児 犬・猫等 医療汚物

平成30年度

令和元年度

資料：三木市市民生活部市民課

      　区分

年度

火  葬  場  使  用  状  況
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6. 母子健康手帳交付数 単位：件

平成30年度

令和元年度

資料：三木市健康福祉部健康増進課

2月 3月8月 9月 10月 11月 12月 1月7月
　　　　　   区分

年度
総数 4月 5月 6月

7. 埋火葬認許可件数 単位：体

計 埋 葬 火 葬 計 埋 葬 火 葬 計 埋 葬 火 葬

平成30年度

令和元年度

資料：三木市市民生活部市民課（「主要施策実績報告書」による）

　　  区分

年度

総　　　　数 死　　　　体 死　　　　胎

8. 火葬場使用状況 単位：体

総　数 死　体 乳児･死産児 犬・猫等 医療汚物

平成30年度

令和元年度

資料：三木市市民生活部市民課

      　区分

年度

火  葬  場  使  用  状  況
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9. 狂犬病予防状況 単位：頭

平成30年度

令和元年度

資料：三木市市民生活部生活環境課

      項目

年度

新規蓄犬
登録頭数

注射実施頭数

10.家庭訪問指導件数

歳
以
下

歳
以
上

平成30年度

令和元年度

資料：三木市健康福祉部健康増進課

(注)令和4年度より「歯科」の項目を追加した。　

　　平成30年度から令和2年度までの間、未計上であった歯科訪問の件数を追加し、総数も修正した。

　　令和3年度は、その他に含めていた歯科訪問の件数を「歯科」の項目へ計上した。

       項目

年度

総

　
　
　

数

感
　
　
染
　
　
症

結
　
　
　
　
　
核

精
　
神
　
障
　
害

歳
　
以
　
上

虐
　
待
　
事
　
例

心
　
身
　
障
　
害

心 身 障 害
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単位：世帯・件

未新

熟生

児

未
熟
児
を
除
く

新

生

児

を
除
く
乳
児

そ

の

他

そ
の
他
の
疾
病

妊

産

婦

未

熟

児

幼

児

家

族

計

画

生
活
習
慣
病

難
　
　
　
　
病

歯
　
　
　
　
科

－ 94 －



11. 各種健康教室等実施状況 単位：回・人

回数 受講者数 回数 受講者数 回数 受講者数 回数 受講者数 回数 受講者数

総 数

マ タ ニ テ ィ 教 室

思 春 期 保 健 福 祉 体 験 事 業

生 活 習 慣 病 予 防 教 室

高 齢 者 学 級 等

重 症 化 予 防 教 室

歯 の 健 康 教 室

介 護 予 防 教 室

健 康 づ く り の 集 い

歯 と 口 の 健 康 展

地 区 組 織 活 動 の 育 成

運動指導関連教室等その他

資料：三木市健康福祉部健康増進課

(注)「特定保健指導」は「生活習慣病予防教室」に含む。　

　　令和2～3年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、健康づくりの集いは未開催。

　　令和4年度以降、健康づくりの集いは、財政健全化計画に基づき見直しとなった。

　　　　　　　　　年度
　　　　　　　　　区分

項目

平成30年度 令和元年度

12. 献血状況（移動採血車による献血） 単位：人

内200mℓ 内400mℓ 内成分

平成30年度

令和元年度

資料：三木市健康福祉部福祉課

　　　　　　　　区　分

年　度
稼 働 班 数 参  加  者 採  血  者
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11. 各種健康教室等実施状況 単位：回・人

回数 受講者数 回数 受講者数 回数 受講者数 回数 受講者数 回数 受講者数

総 数

マ タ ニ テ ィ 教 室

思 春 期 保 健 福 祉 体 験 事 業

生 活 習 慣 病 予 防 教 室

高 齢 者 学 級 等

重 症 化 予 防 教 室

歯 の 健 康 教 室

介 護 予 防 教 室

健 康 づ く り の 集 い

歯 と 口 の 健 康 展

地 区 組 織 活 動 の 育 成

運動指導関連教室等その他

資料：三木市健康福祉部健康増進課

(注)「特定保健指導」は「生活習慣病予防教室」に含む。　

　　令和2～3年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、健康づくりの集いは未開催。

　　令和4年度以降、健康づくりの集いは、財政健全化計画に基づき見直しとなった。

　　　　　　　　　年度
　　　　　　　　　区分

項目

平成30年度 令和元年度

13. 各種相談事業および健診状況

回数 受診者数 回数 受診者数 回数 受診者数 回数 受診者数 回数 受診者数

総　         数 354 5,885 338 5,070 257 2,342 134 1,854 158 2,298

産前・産後サポー
ト 事 業

12 694 11 575 17 234 15 287 23 505

発 達 相 談 90 459 84 431 57 347 42 142 63 283

乳 児 健 康 診 査 12 441 11 389 12 432 11 392 12 369

１ 歳 ６ か 月 児
健 康 診 査

12 500 11 436 10 376 12 446 12 462

３ 歳 児 健 康 診 査 12 536 11 483 10 412 12 450 12 461

成 人 保 健 相 談 等 35 305 36 342 25 168 16 61 22 168

健 診 結 果 相 談 会 6 74 3 68 3 50 - - - -

専 門 健 康 相 談 175 2,876 171 2,346 123 323 26 76 14 50

特 定 保 健 指 導 - - - - - - - - - -

資料：三木市健康福祉部健康増進課

　(注)令和元年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、令和2年3月の乳幼児健診・相談は中止した。

　　　令和元年度開始の糖尿病性腎症重症化予防事業は、「専門健康相談」に含む。

　　　「産前・産後サポート事業」は令和2年度から実施、以前の「妊産婦・乳幼児相談」を含む。

　　　令和2年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、令和2年4月・5月の乳幼児健診は中止した。

　　　令和2年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、令和2年4月・5月の成人保健相談は未実施。

　　　令和3年度は新型コロナワクチン接種のため、令和3年5月～8月の成人保健相談は未実施。

　　　令和3年度は警報発令により、令和3年8月の乳児健康診査は中止した。

4
　　　　　　年度
　　　　　　区分

項目

平成30年度 令和元年度 2 3

14. 在宅当番医制救急診療受診状況 単位：人

午前 午後 時間外 0～9歳 10～19歳 20～39歳 40～59歳 60歳以上 不明

平成30年度

令和元年度

資料：三木市健康福祉部健康増進課

          区分

年度
総　数

時   間   帯 年　　　　　齢　　　　　別

15. 小児救急（夜間）診療受診状況

平成30年度 令和元年度

総　数

資料：三木市健康福祉部健康増進課

16. 休日歯科診療受診状況 (令和5年3月31日現在) 単位：人

総数

9時台 10時台 11時台 時間外 0～9歳 10～19歳 20～39歳 40～59歳 60歳～

資料：三木市健康福祉部健康増進課

時　　　間　　　帯 年　　　　　　齢　　　　　別
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17. 三木市総合保健福祉センター使用状況

件　数 人　数 件　数 人　数 件　数 人　数

保  健  指  導  室

集  団 健 診 室 １

集  団 健 診 室 ２

機  能  訓  練  室

健  康  教  育  室

休  日 歯 科 診 療

会   議    室   １

談      話      室

体  力  測  定  室
(ﾌｧｰｽﾄ講習会等)

体  力  測  定  室
（ 日 々 利 用）

栄  養  指  導  室

会   議   室   ２

研      修     室

視   聴   覚   室

合       計

資料:三木市健康福祉部健康増進課

(注）体力測定室は新型コロナ感染症拡大とコロナワクチン接種事業実施のため休止期間あり。

　　 令和2年4・5月及び令和3年3月から継続休止中。

令和2年度　　　　　　　　　年度
　　　　　　　　　区分
 項目

18. ごみの資源化量（集団回収のみ） 単位：㎏

平成30年度

令和元年度

資料：三木市市民生活部生活環境課

空きびん
　　　　種類

年度
総　　 量 紙　　 類 布　　 類 空き缶

19. し尿収集処理状況

三木市クリーンセンター 単位：ｔ

処理量
脱水汚泥
搬 出 量

放流水量

総　　数 し　　尿 浄化槽汚 （㎥） （t） （㎥）

月

資料：三木市市民生活部環境課（「主要施策実績報告書」による）

            区分

年度･月別

収　　　　集　　　　量

平成30年度

令和元年度
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19. し尿収集処理状況

三木市クリーンセンター 単位：ｔ

処理量
脱水汚泥
搬 出 量

放流水量

総　　数 し　　尿 浄化槽汚 （㎥） （t） （㎥）

月

資料：三木市市民生活部環境課（「主要施策実績報告書」による）

            区分

年度･月別

収　　　　集　　　　量

平成30年度

令和元年度
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20.ごみ収集状況

計 可燃ごみ あらごみ 埋立ごみ 資源ごみ 計 可燃ごみ あらごみ 埋立ごみ 資源ごみ

令和3年度

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

資料：三木市市民生活部環境課

　「資源ごみ」とは、ペットボトル・紙パック、資源プラスチック・紙資源を合わせた量・市は資源プラスチックのみ

　市直営：三木（一部を除く）、緑が丘（東・中・西）、自由が丘（一部を除く）の一般家庭から排出されたごみ

　委託業者：三木（一部）、三木南、別所、志染、細川、口吉川、緑が丘（本町）、自由が丘（一部）、青山、吉川地区の一般家庭から排出されたごみ

　廃棄物処理業許可業者：市の許可業者が搬入した会社や商店等から排出された事業系ごみ、および一般家庭から排出された一時多量ごみ

　直接搬入：市清掃センター及び吉川クリーンセンターへ事業者や個人が直接搬入したごみ

　　 区分

年度月別

総搬入量

市　　直　　営　　収　　集　　量 委　託　業　者　収　集　量

21.ごみ処理・処分の状況

計
あらごみ
金属

あらごみ
アルミ

埋立ごみ
金属

タイヤ ガラスびん

令和3年度

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

資料：三木市市民生活部環境課

　　　草木（一斉清掃）は大栄環境へ

　　　古紙吉川クリーンセンター分含む

       区分

年度月別

総処理量 焼却処理 埋立処理
焼　 却　 灰
搬　　　 出

資　　源　　化

単位：㎏

計 可燃ごみ 可燃性あらごみ 不燃性あらごみ 埋立ごみ 資源ごみ 計 可燃ごみ 可燃性あらごみ 不燃性あらごみ 埋立ごみ 資源ごみ

直    接    搬    入    量廃 棄 物 処 理 業 許 可 業 者 収 集 量

ペット
ボトル

資源プラス
チック

古紙 紙パック
焼却残さ
鉄　類

特定家電
小型家電

草木 蛍光灯 電池

単位：㎏

資　　源　　化
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単位：㎏

計 可燃ごみ 可燃性あらごみ 不燃性あらごみ 埋立ごみ 資源ごみ 計 可燃ごみ 可燃性あらごみ 不燃性あらごみ 埋立ごみ 資源ごみ

直    接    搬    入    量廃 棄 物 処 理 業 許 可 業 者 収 集 量

ペット
ボトル

資源プラス
チック

古紙 紙パック
焼却残さ
鉄　類

特定家電
小型家電

草木 蛍光灯 電池

単位：㎏

資　　源　　化
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22. 公害関係法令に基づく特定施設設置状況 単位：件

ば
　
　
い
　
　
煙

粉
　
　
じ
　
　
ん

有
　
害
　
物
　
質

汚
　
　
　
　
　
水

悪
　
　
　
　
　
臭

平成30年度 5（1）

令和元年度 5（1）

15（4） 23（3） 11（-） 1（-） 1（-） 2（-）

資料：三木市市民生活部生活環境課

 （注）１.( )内は、廃止数

 　　　２.設置状況に記載している数値は、変更に係る届出も含む。

　　　　区分

年度

総
　
　
　
　
　
　
　
　
　
数

法　　　　　律 兵 庫 県 公 害 防 止 条 例

特
　
定
　
建
　
設
　
作
　
業

大
　
気
　
汚
　
染
　
防
　
止
　
法

水
　
質
　
汚
　
濁
　
防
　
止
　
法

騒
　
　
音
　
　
規
　
　
制
　
　
法

振
　
　
動
　
　
規
　
　
制
　
　
法

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
対
策
特
別
措
置
法

騒
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
音

大 気 関 係
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23. 公害苦情発生状況 単位：件

　　 　項目

年度
総　数

大　気
汚　染

水　質
汚　濁

騒　音 振　動 悪　臭 その他

平成30年度

令和元年度

資料：三木市市民生活部生活環境課（「主要施策実績報告書」による）
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24. 公共用水域水質測定

別 所 橋 末 広 橋 上 津 橋 久留美 東栄橋 里脇橋

＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5

＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5

＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5

＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

 （注）測定項目における大腸菌数は、令和３年度までは大腸菌群数（単位：MPN/100mℓ）の数値を記載している。

特
殊
項
目

油　　　　　分 mg/ℓ

健

康

項

目

シ ア ン (CN) mg/ℓ

カドミウム(Cd) mg/ℓ

生物化学的酸素要求量
mg/ℓ

化学的酸素要求量
mg/ℓ

大腸菌数 CFU/100mℓ

測　　　　　　　　　　　　　　　　 定

美　　　　　　　　　　　　　　　　嚢

浮遊物質(SS) mg/ℓ

測　定　項　目 単　 位

測
定
年
度

mg/ℓ
一
　
　
　
般
　
　
　
項
　
　
　
目

流　　　　　量 ㎥/秒

水素イオン(pH) －

　溶存酸素(DO)

　川 北谷川 吉川川 細目川 小川川 淡河川

八幡橋 小中橋 昭和橋 岩　宮 御　 坂
呑吐ダム
下 流

細目橋 小川橋 丹生橋

＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5

＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5

＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5

＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

地　　　　　　　　　　　　　　　点

志　　 染　　 川
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　川 北谷川 吉川川 細目川 小川川 淡河川

八幡橋 小中橋 昭和橋 岩　宮 御　 坂
呑吐ダム
下 流

細目橋 小川橋 丹生橋

＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5

＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5

＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5

＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

地　　　　　　　　　　　　　　　点

志　　 染　　 川
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公共用水域水質測定（つづき）

別 所 橋 末 広 橋 上 津 橋 久留美 東栄橋 里脇橋

＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005

mg/ℓ ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005

＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005

＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

mg/ℓ ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005

mg/ℓ ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005

＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005

＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

mg/ℓ ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

mg/ℓ ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

mg/ℓ ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

mg/ℓ ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

mg/ℓ

mg/ℓ

測 定　項 目 単　 位

測
定
年
度

測　　　　　　　　　　　　　　　　 定

美　　　　　　　　　　　　　　　　嚢

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ

そ
の
他
の
項
目

塩素イオン(Cℓ-)

アンモニア性窒素

健
　
　
　
　
康
　
　
　
　
項
　
　
　
　
目

　鉛　　　(Ｐｂ)

六価クロム(Cr6+)

　ヒ　　 素(As)

　総水銀(T-Hg)

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

　川 北谷川 吉川川 細目川 小川川 淡河川

八幡橋 小中橋 昭和橋 岩　宮 御　 坂
呑吐ダム
下 流

細目橋 小川橋 丹生橋

＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005

＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005

＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005

＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005

＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005

＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005

＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

＜0.01

地　　　　　　　　　　　　　　　点

志　　 染　　 川
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　川 北谷川 吉川川 細目川 小川川 淡河川

八幡橋 小中橋 昭和橋 岩　宮 御　 坂
呑吐ダム
下 流

細目橋 小川橋 丹生橋

＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005

＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005

＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005

＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005

＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005

＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005

＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

＜0.01

地　　　　　　　　　　　　　　　点

志　　 染　　 川
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公共用水域水質測定（つづき）

別 所 橋 末 広 橋 上 津 橋 久留美 東栄橋 里脇橋

＜0.1 ＜0.1

mg/ℓ

mg/ℓ

mg/ℓ

mg/ℓ

mg/ℓ

mg/ℓ

資料：三木市市民生活部生活環境課

 （注）1．環境基準は一般項目について美嚢川は適用外、加古川本流のみ適用されている。

　     　　健康項目については、全公共用水域に適用。

 　　　2．「不」は不検出をあらわし、定量下限値以下を示す。

 　　　　　各下限値-ｼｱﾝ 0.1mg/ℓ ｶドﾐｳﾑ 0.005mg/ℓ 鉛 0.005mg/ℓ 六価ｸﾛﾑ 0.02mg/ℓ

 　 　　　 ﾋ素 0.005mg/ℓ 総水銀 0.0005mg/ℓ ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.002mg/ℓ ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.0005mg/ℓ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　 　3．データについて

　 　　　　年平均値（ただし、BODについては75％値）。

 　　　4．測定地点について

　　 　　　呑吐ダム下流は、平成6年度から測定している。

           八幡橋、小中橋、昭和橋は、平成18年度から測定している。

  （ことばの説明）環境基準－人の健康を保護し、生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準である。

　　 　　 　　　　　 排出基準－工場および事業所より排出される汚染物質の許容限度である。

測 定　項 目 単　 位

測
定
年
度

測　　　　　　　　　　　　　　　　 定

美　　　　　　　　　　　　　　　　嚢

そ
　
　
の
　
　
他
　
　
の
　
　
項
　
　
目

亜硝酸性窒素

硝酸性窒素

　全窒素(T-N)

　リン酸性リン

　全リン(T-P)

陰ｲｵﾝ

　川 北谷川 吉川川 細目川 小川川 淡河川

八幡橋 小中橋 昭和橋 岩　宮 御　 坂
呑吐ダム
下 流

細目橋 小川橋 丹生橋

＜0.1

＜0.01

＜0.02

 　 　　　 ﾋ素 0.005mg/ℓ 総水銀 0.0005mg/ℓ ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.002mg/ℓ ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.0005mg/ℓ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

地　　　　　　　　　　　　　　　点

志　　 染　　 川

－ 107 －



　川 北谷川 吉川川 細目川 小川川 淡河川

八幡橋 小中橋 昭和橋 岩　宮 御　 坂
呑吐ダム
下 流

細目橋 小川橋 丹生橋

＜0.1

＜0.01

＜0.02

 　 　　　 ﾋ素 0.005mg/ℓ 総水銀 0.0005mg/ℓ ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.002mg/ℓ ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.0005mg/ℓ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

地　　　　　　　　　　　　　　　点

志　　 染　　 川

－ 108 －


